
第５回 未来につなげる
少子化対策調査事業研究会

令和６年２月２７日（火）

こども政策課
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若い世代の結婚や家族に対する意識の変化を踏まえ、メディアと連携した戦略的な広報やイベントの開催
等により、結婚に対するポジティブなイメージや社会全体で応援する機運の醸成を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
① 結婚に対するポジティブイメージの醸成
・メディアを組み合わせた戦略的広報の展開
・高校・大学生が結婚・子育て支援の取組を取材し情報発信する
学生プレスプロジェクトの実施

② 大規模イベント開催
・大規模な出逢いイベントの開催

③ アンバサダー設置
・著名人を結婚応援アンバサダーとして設置

④ イベント会員登録・協賛制度のシステム構築
・イベント情報を届ける「イベント会員登録制度」の構築
・イベント会員向け各種サービスの提供に協賛する事業者から構成される「結婚応援協賛制度」の構築

⑵ 事業の仕組み ①～④ 県 民間企業

⑶ 成果指標 イベント会員登録者数 令和８年度 １万人

事業の概要

結婚応援メディア戦略強化事業新

令和６年度～令和８年度事業の期間

委託

こども政策課 ６９，３３１千円
【財源：国庫、日本一挑戦基金、一般財源】

※結婚応援アンバサダーの設置が
九州初
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結婚応援メディア戦略強化事業【別紙】 新

③婚活ライト層

一般層

•結婚支援コンシェルジュの配置（市町村、企業等のサポート）
•メディア戦略強化（大規模イベント、アンバサダー設置等）

•「結婚応援パスポート」制度の構築、協賛店舗拡充

将来婚活層

•イベント会員登録システムの構築
•市町村等と連携した会員向け情報発信の強化

•ライフデザインに関する普及啓発の強化（継続）

婚活ライト層

•県、市町村、団体等による出逢いイベントの開催
•グループ間マッチングの充実（継続）

婚活コア層

•みやざき結婚サポートセンターの機能強化、魅力向上

•民間の結婚相談所等との連携強化

①ポジティブイメージの醸成・メディア戦略の強化

②イベント会員登録制度の新設

③出逢いイベントの充実

④１対１の出逢い・結婚支援の強化
④婚活コア層

① 一 般 層

②将来婚活層

【ターゲットとなる階層のイメージ】【具体的な施策】

※下線が結婚応援メディア戦略強化事業該当事業

→機運醸成

→情報提供

→機会提供

→マッチング
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「ひなたの出逢い・子育て応援運動（以下、「応援運動」という。）」の更なる周知・理解促進を図ると
ともに、市町村・企業・団体それぞれにおける出逢い・結婚支援の取組促進を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
結婚支援コンシェルジュの配置
県と市町村、企業・団体との連携強化、各機関における取組促進を担う専従職員「結婚支援コンシェ

ルジュ」（企業担当、市町村担当各１名）を配置し、以下の取組の実施

・現状把握 地域や企業の現状・課題把握
・周知・啓発 県制度・支援策の紹介、活用促進
・連携強化 応援運動登録促進、結婚応援協賛制度の協賛店募集
・取組支援 結婚支援に向けた取組実施の働きかけ、市町村等が実施

する出逢いイベント等への助言

⑵ 事業の仕組み 県 民間企業

⑶ 成果指標
応援運動参加企業・団体数 現状（令和４年度）453団体 → 令和８年度 1,000団体
結婚支援事業（ｲﾍﾞﾝﾄ事業等）に取り組む市町村 令和４年度 ８市町村 → 令和８年度 26市町村

事業の概要

結婚支援コンシェルジュ事業新

令和６年度～令和８年度事業の期間

委託

こども政策課 １５，７７１千円
【財源：国庫、日本一挑戦基金】
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男性の家事・育児時間が長いほど第２子以降の出生割合は高い傾向にあることから、第２子以降の希望を
支援するため、従業員が育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給し、男性の育児休業取得を促進する。

事業の目的

⑴ 事業内容
男性育児休業取得奨励金（上限額１００万円／１事業者）

※①～④の組み合わせで最大１００万円

⑵ 事業の仕組み 県 中小企業等

⑶ 成果指標
男性の育児休業取得率 現状（令和４年度） ２５．８％ → 令和８年 ５０％

事業の概要

男性育児休業取得奨励金事業新

令和６年度～令和８年度事業の期間

補助

こども政策課 １２３，０７８千円
【財源：日本一挑戦基金】

県内中小企業等の男性従業員が４週間以上育休を取得した場合、１事業者あたり最大１００万円を支給

① ②

③ ④

育休取得者に育児休業給付金とは別に手当を支給した場合

上限５万円／４週間あたり
男性従業員が育休を取得した場合

２５万円／年１回限り

育休取得者の代替人員を確保した場合

２０万円／育休取得者１人あたり

育休取得者の同所属の従業員に手当を支給した場合

上限２０万円／育休取得者１人あたり
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男性育児休業取得奨励金事業【別紙】 新

県内中小企業等の男性従業員が４週間以上育休を取得した場合、１事業者あたり最大１００万円を支給

①

※①～④の組み合わせで最大１００万円

育休取得者の代替人員を確保した場合

２０万円／育休取得者１人あたり③

夫の休日の家事・育児時間別にみた第２子以降の出生状況

36.4%(出生あり)

72.4%

82.1%

85.4%

88.8%

63.6%（出生なし）

27.6%

17.9%

14.6%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児

時間なし

２時間未満

２～４時間

４～６時間

６時間以上

第２子以降の出生あり 第２子以降の出生なし

男性従業員が育休を取得した場合

２５万円／年１回限り

④ 育休取得者の同所属の従業員に手当を支給した場合

上限２０万円／育休取得者１人あたり

事業の背景

事業内容

国制度との併用可

夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い傾向

国（両立支援等助成金） ※Ｒ６年度予定県

なし ※産後パパ育休（２８日上限）を対象に２０２５年から手取り１０割に
する仕組みを検討

①育児休業取得者への手当（４週間あたり上限５万
円）

取得者向
け

５日以上取得の場合１人目２０万円、２～３人目１０万円 等②企業への奨励金（年１回限り２５万円）

企業向け 代替期間に応じ最大６７．５万円（６か月以上代替人員を雇用の場合）③代替人員確保奨励金（育休１人あたり２０万円）

周囲の労働者に手当を支給した場合最大１２５万円（支給額の３／４・上
限１０万円/月）

④応援職員手当奨励金（育休１人あたり上限２０万
円）

男性も女性も子育ての喜びや楽しさを感じ、
もう１人こどもを持ちたいと思える社会

仕事と育児の両立、「共働き・共育て」の推進

男性の育児休業取得を促進するため、
取得者や企業に対し奨励金を支給（とるだけ育休も防止）

育休取得者に育児休業給付金とは別に手当を支給した場合

上限５万円／４週間あたり ②
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「こどもモニター」を選定し、こども目線での様々な意見を聴取することにより、今後の施策に生かし、
こども基本法に掲げる「こどもまんなか社会」の実現を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
① こどもモニターの募集

県内在住で県政への関心が高い小学生、中学生及び高校生や未就学児の保護者から「こどもモニ
ター」 （約400人）を募集

② こどもモニターからの意見聴取
アンケート等により意見を聴取（年２回程度）し、今後のこども施策

に反映

⑵ 事業の仕組み

①②県 民間企業等

⑶ 成果指標
こどもの意見を聴取し、こども施策などに反映させた件数（累計） 令和８年度 60件程度

事業の概要

こどもわけもん政策モニター事業新

令和６年度～令和８年度事業の期間

委託

こども政策課 ３，２５９千円
【財源：日本一挑戦基金】
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少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化・婚姻数の減少を踏まえ、結婚を希望する男女の１対１の出逢
いをサポートする「みやざき結婚サポートセンター」による出逢い・結婚支援の取組の強化を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
① みやざき結婚サポートセンターの運営及び体制強化
・県内３箇所に設置したみやざき結婚サポートセンターの運営
及び個別相談会やセミナー等の開催による機能強化

・みやざき結婚サポートセンターのリニューアルによる魅力向上

② 九州地域戦略会議次世代育成プロジェクトチーム事業
九州地域戦略会議における結婚・子育てに係る事業を広域的に実施するための各県の負担金

⑵ 事業の仕組み ① 県 民間企業など ② 県 幹事県

⑶ 成果指標 みやざき結婚サポートセンターの会員数
現状（令和４年度）919名 → （令和８年度）2,000名

事業の概要

みやざき結婚サポート強化事業

令和６年度～令和８年度事業の期間

こども政策課 ４２，７８２千円
【財源：国庫、一般財源）】

負担金委託

改
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○全体像 （令和６年度主な取組： は新規事業）

結婚前 出逢い・結婚 妊娠・出産 子育て

・ ライフデザイン事業
（学生・社会人向け）

・ 婚活イベント学生
アイデアコンテスト

・ みやざき結婚
サポート強化事業

・ ひなたのグループ
婚活事業

・ 不妊治療費支援事業

・ 妊産婦検診
通院支援事業

・ 出産・子育て応援事業

新

・ 病児保育
利用促進事業

・ 児童手当の拡充

・ おむつの負担軽減
モデル事業

・ 「家事・育児」シェア
推進事業

新

・ 地域子ども・子育て
支援事業（放課後児童
クラブ等の１３事業）

・ 子育て支援乳幼児
医療費助成事業

・ ライフデザイン事業
（新婚世帯向け）

機運醸成・市町村連携等

・ 幼児教育・保育の
無償化

○ ひなたの出逢い・子育て応援運動

・ 応援運動推進大会

・ 子育て応援フェスティバル

・ 出逢い・子育て環境づくり支援事業

・ 出逢い・子育て支援ポータルサイトの充実

・ 子育て応援カード

・ 少子化対策市町村支援事業

・ 未来につなげる
少子化対策調査事業

ライフステージに応じた切れ目のない支援

結婚応援メディア
戦略強化事業

新

結婚支援
コンシェルジュ事業

新

こどもわけもん
政策モニター事業

新

男性育児休業取得
奨励金事業
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